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タイ内閣がデジタル資産のキャピタルゲイン税の免除を承認   
 

概要 

2025年 6月 17日、タイ内閣はデジタル資産取引から生じるキャピタルゲインに対する個人所得
税の免除を目的とした新たな省令案を承認しました。 

 

2025年 1月 1日から 2029年 12月 31日までの間、個人の納税義務者は法的に認可されたデ
ジタル資産取引所、ブローカー、またはディーラーを通じた暗号資産およびデジタルトークンを含

む、デジタル資産の取引から生じるキャピタルゲインに対する個人所得税が免除されます。 

 

現行法では、個人の投資家はキャピタルロスを相殺した後のキャピタルゲインを個人所得税申告

で示す必要があります。また、法人は法人税申告においてキャピタルゲインとキャピタルロスをそれ

ぞれ示す必要があります。 

 

本省令案は、デジタル資産に対する課税制度を現行の上場証券取引の税制と整合させることで、

投資の活性化を促進し、タイをデジタル資産取引のハブとして競争力を高めることを目的としてい

ます。 

 

出典：https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/97567 
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* この日本語版レポートは日系企業の皆様を対象に英語版のオリジナルを翻訳したものです。英語版と日本語版との間に齟齬がある場合は英語版を優先します。また、タイ国

における法令の改正動向等の情報提供を目的に発行されたものであり、全ての事例に対して適用されない場合があります。特定の案件につきましては、別途弊社までご相談
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